
 
 

平成２６年度愛知県相談支援専門員協会 研修会 
～協議会の活性化は相談支援専門員のミッション～ 

 
 平成２４年に始まった計画相談。その経過措置の期限も残すところ 1 ヶ月となりました。この間、相談支援

専門員にとっては過酷と言わざるを得ない状況下での職務となりましたが、結果として愛知県は全国でもトッ

プクラスでの作成達成率を誇っている現状があります。皆さんのご尽力に対して愛知県相談支援専門員協会と

して御礼申し上げます。 

さて、この経過措置が終わるとき、あらためてそれぞれの地域の相談支援体制をどう展開していくのかを考

えていくことは重要なテーマで、その議論のポイントになるのは「協議会」です。相談支援専門員の職責の一

つである「協議会」の運営について、今この時期に議論しなくてはいけないと感じております。この専門コー

ス別研修には含まれていない「協議会」をテーマとした研修会を自主開催することと致しました。「官民協働が

成否のカギ」だと言われていた協議会を、まさに行政と相談支援専門員が共に学び、共に働くことができるこ

とを目的に開催します。 

◆主催    特定非営利活動法人愛知県相談支援専門員協会 

◆日時    平成２７年 ３月６日（金） 
受付：９時３０分   開会：１０時 （終了：１６時３０分） 

◆場所    刈谷市産業振興センター ４０１会議室 

〒448-0027 刈谷市相生町１丁目１番地６ ※裏面に地図がございます。 

◆内容   
【午前】協議会活性のヒント「一宮市のネットワークの広げ方」 

      一宮市障害者相談支援センターゆんたく センター長 野崎貴詞 （ＡＳＫ理事） 

【午後】「官民協働」における行政の責務と相談支援に求めるもの 
      田原市健康福祉部 地域福祉課 障害福祉グループ 山本貴士 氏 

     車 座：協議会を形骸化させないための意見交換 
       参加者皆さんで活性化に向けて意見交換して頂きます。 

     まとめ ～相談支援専門員のミッション～ 
       田原市障害者総合相談センター センター長  新井在慶（ＡＳＫ理事） 

 

○情報交換会・懇親会  １７時３０分～ 刈谷駅北口付近の居酒屋 会費５，０００円程度 
★会員、非会員にかかわらず参加できます。 

 

◆対 象 者   市町村障害福祉担当者、相談支援専門員、基幹相談支援センター職員、相談支援

事業所職員、その他障害者の相談支援に関心のある方ならどなたでも参加できま

す。 

◆定 員   １００名  

◆資 料 代   ＡＳＫ会員  無料 

非 会 員  ２，０００円（当日会場にてお支払いください）  

◆参加〆切り   ２月２５日（水） 【先着順・定員になり次第〆切ります】 

◆申込方法   裏面の参加申込書に必要事項を記載の上、お申し込み下さい。定員に達して 

参加できないときだけ、当方よりご連絡いたします。 

◆問合連絡先   ＦＡＸ052-308-3729 e-mail：askyoukai@yahoo.co.jp 
専従の事務局員がいませんので、FAXもしくはメールにてお問い合わせくださ。 
☆天候、災害などにより中止する場合は当日午前７時１５分までに http://gshien-saishin.seesaa.net/ にてお

知らせします。                              ※裏面もご覧ください。

開 催 趣 旨 



 
 

刈谷市産業振興センター地図  
 

 

 

 

 

                                   

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※送付状不要 

〆切：２月２５日 
平成２６年度愛知県相談支援専門員協会研修会～協議会の活性化は相談支援専門員のミッション～ 

平成２７年３月６日（金）刈谷市産業振興センター401 会議室 
ファクス：０５２－３０８－３７２９   

※協会宛にファックスにてお申し込みください。定員を超えているなどご参加いただけないときだけ当方より連絡をいれ

させていただきます。 

ふりがな 
名  前 

 

参加資格 会 員（NO.       ） ・  会員以外 
※該当する資格を○で囲んでください。また、会員の方は会員NO.を記してください。不明の方は未記入でも可。 

懇親会 参 加    ・    不参加 
※該当する項目を○で囲んでください。 

勤務先名もしくは 

従事している業務の

内容 

 

連絡先 

 
☆ＡＳＫ会員の方は 

記入不要 

 

住 所 〒       ― 

 

愛知県             市・町・村 

 

 

 
電 話           ―       ―       

 

ファックス         ―       ―    

 
 

 

【特定非営利活動法人愛知県相談支援専門員協会ご案内】 
愛知県相談支援専門員協会は平成２２年６月２８日に発足し、

２３年１２月２２日に特定非営利活動法人として愛知県知事よ

り認証されました。 

全国では、特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会（ＮＳ

Ｋ）が平成２１年６月に障害者ケアマネジメントを基本とした中

立、公平な相談支援活動や相談支援専門員の資質向上を目的に発

足しました。また、26 年度には、各都道府県の相談支援専門員

が集う団体が結集する「全国相談支援ネットワーク」を立ち上げ

ました。 

愛知県でも障害者の相談支援に携わる方々をはじめ、障害福祉

に関わる様々な方々の意見を吸い上げ、相談支援の現場に反映さ

れるよう関係機関に働きかけると共に、相談員のスキルアップの

ための研修の実施、障害福祉関係者の情報交換や懇親を深めるた

めの会議を企画、実施していく集まりを発足し、本年 6 月で５

年が経過します。 

※公共駐車場「相生駐車場」がありますが、

有料（30分100円）です。 

刈谷駅が至近ですのでＪＲ・名鉄をお使い

ください。 


